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協
議
会
・
審
議
会
の
市
民
委
員
な
ど
を
募
集

　
市
の
施
策
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
反
映
す
る
た
め
、
特
定
の
事
項

に
つ
い
て
審
議
す
る
協
議
会
や
審
議

会
に
、
市
民
委
員
な
ど
を
選
任
し
て

い
ま
す
。

　
次
の
と
お
り
市
民
委
員
な
ど
を
募

集
し
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
、他
の
協
議
会・審
議
会

な
ど
の
委
員
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー「
あ
い
ぽ
っ

く
」の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
協
議

す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

◇
対
象
・
募
集
人
数

＊ 

市
民
委
員
＝
20
歳
以
上
の
市
民
の

方
／
４
人（
多
数
選
考
）

＊ 

福
祉
団
体
委
員
＝
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
利
用
団
体
と
し
て
登
録
し
て

い
る
福
祉
団
体
の
代
表
者
／
２
人

（
多
数
選
考
）

◇ 

任
期　
９
月
１
日
〜
平
成
32
年
８

月
31
日

◇ 

応
募　
「
福
祉
と
健
康
に
つ
い

て
」、「
福
祉
を
支
え
る
環
境
づ
く

り
」の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
800
字

程
度
に
ま
と
め
、「
市
民
委
員
」ま

た
は「
福
祉
団
体
委
員（
福
祉
団
体

名
）」と
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

性
別
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
７

月
24
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

０
０
１
５
昭
和
町
４-

７-

１　

あ
い
ぽ
っ
く
健
康
係
へ

☆
詳
し
く
は
、健
康
係（
あ
い
ぽ
っ
く

内
）☎
544
５
１
２
６
へ
。

公
民
館
運
営
審
議
会

　
公
民
館
事
業
の
企
画
や
実
施
な
ど

に
つ
い
て
調
査
・
審
議
す
る
市
民
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
募
集
人
数　
２
人（
多
数
選
考
）

◇
任
期　
10
月
１
日
〜
平
成
32
年
９

月
30
日

◇ 

応
募　
応
募
の
動
機
、
公
民
館
活

動
に
つ
い
て
な
ど
を
800
字
程
度
に

ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

性
別
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
８

月
10
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

０
０
１
２
つ
つ
じ
が
丘
３-

７-

７　
昭
島
市
公
民
館
へ

※ 

説
明
会
を
７
月
26
日（
木
）の
午
後

７
時
か
ら
公
民
館
で
行
い
ま
す
。

参
加
の
有
無
は
選
考
に
反
映
し
ま

せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、公
民
館
☎
544
１
４
０
７

へ
。社

会
教
育
委
員

　
社
会
教
育
に
関
す
る
計
画
の
立
案

や
調
査
研
究
を
行
う
市
民
委
員
を
募

集
し
ま
す
。
関
係
機
関
の
研
修
会
や

会
議
に
も
出
席
し
ま
す
。

◇
対
象　
20
歳
以
上
の
市
民
の
方

◇
募
集
人
数　
２
人（
多
数
選
考
）

◇ 

任
期　
10
月
１
日
〜
平
成
32
年
９

月
30
日

◇ 

応
募　
応
募
の
動
機
、
社
会
教
育

に
対
す
る
考
え
方
な
ど
を
800
字
程

度
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

８
月
10
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所
社
会
教
育
係

へ
※ 

説
明
会
を
７
月
26
日（
木
）の
午
後

６
時
30
分
か
ら
公
民
館
で
行
い
ま

す
。
参
加
の
有
無
は
選
考
に
反
映

し
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
社
会

教
育
係
へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
か
ら
個
人

情
報
が
漏
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
あ
る
の
？

行
政
機
関
が
保
有
す
る
個

人
情
報
は
、
一
元
管
理
せ

ず
、税
情
報
は
市
町
村
、年
金
の
情

報
は
日
本
年
金
機
構
や
共
済
組
合

な
ど
と
、
各
行
政
機
関
で
分
散
し

て
管
理
し
て
い
ま
す
。
行
政
機
関

の
間
で
の
情
報
の
や
り
取
り
は
、

専
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
と
き
、
シ
ス
テ
ム
を
利
用
で
き

る
職
員
や
閲
覧
で
き
る
情
報
の
範

囲
を
限
定
し
て
い
る
ほ
か
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
と
は
異
な
る
行
政
機
関

ご
と
の
符
号
を
使
う
こ
と
で
、
情

報
漏
え
い
を
防
止
し
て
い
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総

合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０

-

95-

０
１
７
８
、ま
た
は
、市
役

所
法
務
担
当
へ
。

Ａ Ｑ

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
▶

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
用

の
写
真
を
無
料
で
撮
影

１
日

 

限
定

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

に
必
要
な
顔
写
真
を
無
料
で
撮
影

し
、申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い（
申
込
不
要
）。

◇
日
時　
７
月
７
日（
土
）の
午
前

10
時
〜
午
後
４
時

※
通
常
の
窓
口
業
務（
住
民
票
の

写
し
の
発
行
な
ど
）は
行
い
ま

せ
ん
。

◇
場
所　
市
役
所
市
民
係　

◇
持
ち
物　
運
転
免
許
証
な
ど
住

所
が
確
認
で
き
る
書
類
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド（
お
持

ち
の
方
の
み
）

☆
詳
し
く
は
、
市
民
係
へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に

つ
い
て
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。


